




















　

③

②

①     　「支払われた賃金の範囲」については、P86の雇用保険の賃金日額の算定基礎に含
まれるもの参照。なお、「特別の賃金」（年4回の賞与・3ヶ月毎のインセンティブ等

3ヶ月以内の期間毎に支払われるもの）についても記載が必要です。）
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